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IgG�関連疾患で
ユプリズナによる治療を受ける患者さんのための

この小冊子は医療費の助成制度について解説しています。
IgG�関連疾患は、条件を満たすと高額療養費制度に加えて「難病の患者に対する医療等
に関する法律（以下、難病法）」による医療費助成が受けられる可能性があります。
難病法による医療費助成が受けられない場合でも、高額療養費制度を活用できますので、
この小冊子をよく読んで治療にお役立ていただければ幸いです。
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はい

はい＊�

利用できる医療費助成制度

いいえ

いいえ

重症度分類で重症例＊�に該当する

高額療養費制度
高額療養費制度

難病医療費助成制度

�ヵ月のIgG�関連疾患の医療費総額が
��,���円を超える月が年間�回以上ありますか？

＊1	 ステロイド治療依存性あるいは抵抗例で、治療しても臓器障害が残る（ご自身の状態が該当するかは、主治医の先生にご確認ください）。
＊2	 1ヵ月（月のはじめから終わりまで）の医療費の総額が33,330円を超える月が年間3回以上ある場合は、軽症高額該当となり、難病医療

費助成制度の対象となる可能性があります。
厚生労働省保険局. 高額療養費制度を利用される皆さまへ（平成30年８月診療分から） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf （2025年11月現在）、難病情報センターホームページ（2025年11月現在）より作成
難病情報センター. https://www.nanbyou.or.jp/

医療費助成制度は、医療費が高額になってしまう患者さんの経済的負担を軽減し、治療の継
続を可能にするために設けられた制度です。ここではIgG4関連疾患の患者さんが利用できる
可能性のある代表的な制度として、「高額療養費制度」と「難病医療費助成制度」について、ご
説明します。
IgG4関連疾患患者さんでは、高額療養費制度と難病医療費助成制度の両方を利用できる方
と、高額療養費制度のみ利用できる方がいます。

制度利用前

自己負担額

高額療養費制度からの給付…❶
難病医療費助成制度からの助成…❷

医療費の総額

制度利用後

医療保険給付分＊�

まず、高額療養費制度による給付が行われます（下の図の❶）。
次にその残額に対して、難病医療費助成制度による助成が適用されます（下の図の❷）。

医療費助成のイメージ図

＊3	 難病医療費助成制度の対象になると、医療費を3割自己負担している方は自己負担割合が2割になります。75歳以上の方など、申請前
の自己負担割合が1割だった方は、申請後も自己負担割合は1割のままです。

厚生労働省保険局. 高額療養費制度を利用される皆さまへ（平成30年８月診療分から）
 https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf （2025年11月現在）、難病情報センターホームページ（2025年11月現在）より作成

難病情報センター. https://www.nanbyou.or.jp/

IgG4関連疾患患者さんが利用できる医療費助成制度
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＊1 保険適用外の診療や、入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。

高額療養費制度とは、医療機関を受診したときにかかる診療費や治療費、調剤薬局などで処
方される薬剤費などとして支払った医療費の負担が、1ヵ月（月の初めから終わりまで）の上限
金額（自己負担上限額）を超えた場合に、自己負担分の医療費の給付を受けることができる制
度です。
高額療養費制度は公的医療保険に加入している方なら誰でも使用可能で、IgG4関連疾患の
治療に限らず、すべての医療費＊1が対象となります。

どのような制度ですか？

70歳以上・年収約370万円～770万円の場合（3割負担）100万円の医療費で、
窓口の負担（3割）が30万円かかる場合例

高額療養費として給付 ��万円 ー ��,���円 = ���,���円

自己負担の上限額 ��,���円 +（���万円ー���,���円）×�% = ��,���円

医療費  ���万円

窓口負担 ��万円

���,���円 が高額療養費として給付され、実際の自己負担額は��,���円 となります。

厚生労働省保険局. 高額療養費制度を利用される皆さまへ（平成30年８月診療分から）
 https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf （2025年11月現在）

高額療養費制度
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高額療養費制度

私の自己負担上限額は？

● 70歳未満の方の上限額

● 70歳以上の方の上限額

適用区分 ひと月の上限額（世帯ごと）

ア
年収 約1,160万円〜

健保：標報83万円以上
国保：旧ただし書き所得901万円超

252,600円＋（医療費ー842,000円）×1％

イ
年収 約770万円〜約1,160万円

健保：標報53万〜79万円
国保：旧ただし書き所得600万〜901万円

167,400円＋（医療費ー558,000円）×1％

ウ
年収 約370万円〜約770万円

健保：標報28万〜50万円
国保：旧ただし書き所得210万〜600万円

80,100円＋（医療費ー267,000円）×1％

エ
〜年収 約370万円

健保：標報26万円以下
国保：旧ただし書き所得210万円以下

57,600円

オ 住民税非課税者 35,400円

適用区分 ひと月の上限額
（世帯ごと）外来（個人ごと）

現
役
並
み

年収 約1,160万円〜
標報83万円以上／課税所得690万円以上 252,600円＋（医療費ー842,000円）×1％

年収 約770万円〜約1,160万円
標報53万円以上／課税所得380万円以上 167,400円＋（医療費ー558,000円）×1％

年収 約370万円〜約770万円
標報28万円以上／課税所得145万円以上 80,100円＋（医療費ー267,000円）×1％

一
般

年収 約156万円〜約370万円
標報26万円以下／課税所得145万円未満等

18,000円
（年144,000円） 57,600円

住
民
税

非
課
税
等

Ⅱ住民税非課税世帯
8,000円

24,600円

Ⅰ住民税非課税世帯（年金収入80万円以下など） 15,000円

注 1つの医療機関等での自己負担（院外処方代を含みます。）では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担（70歳
未満の場合は21,000円以上であることが必要です。）を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の給付対象
となります。 厚生労働省保険局. 高額療養費制度を利用される皆さまへ（平成30年８月診療分から）

 https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf （2025年11月現在）

注1 1つの医療機関等での自己負担（院外処方代を含みます。）では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合
算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の給付対象となります。

注2 70~74歳の方の自己負担割合は2割、75歳以上の方の自己負担割合は1割です（75歳以上でも、課税所得が28万円以上かつ年金収入＋
その他の合計所得金額が200万円以上［複数世帯の場合は320万円以上］の方については2割負担となります）。

厚生労働省保険局. 高額療養費制度を利用される皆さまへ（平成30年８月診療分から） https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf（2025年11月現在）
厚生労働省. 後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて（お知らせ）.https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000977090.pdf（2025年11月現在）
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＊4 70歳以上で、年収が156万～約370万円および約1,160万円以上の方は認定証は発行されません（医療機関の窓口で健康保険証、高齢受
給者証を提示することで自動的に自己負担上限額までの支払いとなります）。住民税非課税世帯の方は年齢にかかわらず「限度額適用・
標準負担額減額認定証」の適用となります。

＊5 健康保険証の代わりに、70歳以上75歳未満の方は「高齢受給者証」、75歳以上の方は「後期高齢者医療被保険者証」が必要になります。
＊6 有効期限に達した後も必要な場合は、再度申請の手続きが必要です。

厚生労働省保険局. 高額療養費制度を利用される皆さまへ（平成30年８月診療分から）
 https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf （2025年11月現在）

高額療養費制度を利用する場合、①窓口で支払った後に払い戻しを申請する方法と、②治療
の前に申請をして窓口での支払いを軽減する方法、の2つがあります。

医療費を支払った後に、加入している医療保険に申請すると、1ヵ月（月の初めから終わりまで）に自己
負担上限額を超えた金額が払い戻されます。

事前に限度額適用認定証を申請し、窓口での支払い時に交付された認定証と健康保険証を提示する
ことで＊4、ひと月の窓口での支払いを自己負担上限額までにすることができます＊5。なお、マイナンバー
カードを保険証として利用している方は認定証の申請は不要です。

高額療養費制度利用の手続きは？

窓口で支払った後に払い戻しを申請する方法

治療の前に申請をして窓口での支払いを軽減する方法

患者さん

患者さん

● 健康保険組合
● 協会けんぽ
● 国民健康保険 など

● 健康保険組合
● 協会けんぽ
● 国民健康保険 など

交付された認定証を医療機
関での支払い時に健康保険
証と一緒に提示します

１

2

＊2 申請手続きは加入している公的医療保険によって異なります。
＊3 払い戻しは、医療機関等から提出される診療報酬明細書に基づいて審査が行われ、

診療を受けた月から少なくとも3ヵ月後になります。

ご加入の公的医療保険

ご加入の公的医療保険

❶事前に認定証を申請します＊5

❷認定証が交付されます
　（有効期限は最長1年です＊6）

❶医療機関で支払った後、
　高額療養費支給申請書を提出します＊2

❷自己負担上限額を超えた金額が
　払い戻されます＊3
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はい

はい

はい いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

のみ利用できます

�ヵ月のIgG�関連疾患の医療費総額が
��,���円を超える月が年間�回以上ありますか？

高額療養費制度一般

高額かつ長期

軽症高額該当

一般 軽症高額該当

�ヵ月のIgG�関連疾患の医療費総額が
��,���円を超える月が年間�回以上ありますか？＊�

重症度分類で重症例＊�に該当する

難病医療費助成制度は、難病の治療にかかる医療費の負担を軽くするために設けられた制度
で、難病の治療のために支払った医療費の一部が助成されます。
IgG4関連疾患の患者さんの場合、診断基準を満たし、かつステロイド依存性またはステロイド
抵抗性の方は「一般」として助成を受けられる可能性があります。 また、そうではない方は、条
件を満たせば「軽症高額該当」として助成を受けられるケースがあります。
難病医療費助成制度では、IgG4関連疾患の治療のために難病指定医療機関＊1を受診した時
にかかる診療費や医療費、調剤薬局などで処方される薬剤費、訪問看護の費用などが助成の
対象となります。

どのような制度ですか？

難病医療費助成制度の対象となった方（医療受給者証が交付される方）は、原則1ヵ月を上限
として、診断された日＊4にさかのぼっての助成が認められます。さらに、入院等の緊急治療の
必要があったなどのケースでは最長で3ヵ月前までさかのぼることが認められます。

いつから助成されますか？

＊1	 指定難病にかかわる医療を受けたときに、難病医療費の助成を受けられる医療機関のことを指します。

＊2	 ステロイド治療依存性あるいは抵抗例で、治療しても臓器障害が残る（ご自身の状態が該当するかは、主治医の先生にご確認ください）。
＊3	 医療費総額が月に33,330円以上とは、公的医療保険で3割負担の患者さんの場合、窓口支払いが月に10,000円以上の方です。

＊4	 軽症高額対象者は、軽症高額の基準を満たした日の翌日以降にかかった医療費が対象となります。

IgG4関連疾患患者さんが利用できる可能性がある難病医療費助成制度には、

難病医療費助成制度

の3つの区分があります。一般 軽症高額該当 高額かつ長期
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�月
�

（円）

�月 �月 �月 �月 �月 �月 �月 �月 ��月 ��月 ��月 �月 �月

医
療
費
の
総
額

�回 �回
�回

申請する月以前の��ヵ月 難病医療費助成制度による
助成を受けることができます

 . . .

申請

��,���円

申請

�月
�

�月 �月 �月 �月 �月 �月 �月 �月 ��月 ��月 ��月 �月 �月

医
療
費
の
総
額

�回 �回 �回 �回
�回

�回

自己負担上限額は「高額かつ長期」

 . . .

（円）

��,���円

症状の程度が基準に当てはまらなくても、「軽症高額」として申請のあった月以前の12ヵ月以
内に、医療費の総額が33,330円を超える月が既に3回以上ある方は医療費助成が受けられま
す。自己負担が3割の方では、窓口で支払った金額が10,000円以上の月が年間3回以上ある方
が対象です。

医療費助成の新規申請日より後に、医療費の総額が1ヵ月に50,000円を超える月が年間6回
以上ある場合は、変更手続きをすることで自己負担上限額がより低くなります。自己負担が2
割なので＊5、窓口で支払った金額が10,000円以上の月が年間6回以上ある方が対象です。

軽症高額該当

高額かつ長期

＊5	 難病医療費助成制度の対象になると、医療費を3割自己負担している方は自己負担割合が2割になります。

難病情報センターホームページ（2025年11月現在）より作成
難病情報センター. https://www.nanbyou.or.jp/

難病情報センターホームページ（2025年11月現在）より作成
難病情報センター. https://www.nanbyou.or.jp/
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医療費助成の認定を受けると、医療費の自己負担額は2割となります。外来や入院、薬剤や訪
問看護の費用など月々の医療費に対して設定される上限額は世帯の所得金額によって異なり、
自己負担額は下表（医療費助成における自己負担上限額（月額））の上限額までになります。

私の自己負担上限額は？

● 難病医療費助成制度の助成対象の方が支払う医療費

● 医療費助成における自己負担上限額（月額）

階層区分
階層区分の基準

（ ）内の数字は、
夫婦2人世帯の場合における年収の目安

自己負担上限額
（患者負担割合：2割、外来＋入院）

原則

一般 高額かつ
長期※

人工呼吸器等
装着者

生活保護 － 0円 0円 0円

低所得Ⅰ 市町村民税
非課税（世帯）

本人年収 ～80.9万円 2,500円 2,500円

1,000円

低所得Ⅱ 本人年収 80.9万円超〜 5,000円 5,000円

一般所得Ⅰ
市町村民税

課税以上7.1万円未満
（約160万円～約370万円）

10,000円 5,000円

一般所得Ⅱ
市町村民税

7.1万円以上 25.1万円未満
（約370万円～約810万円）

20,000円 10,000円

上位所得
市町村民税
25.1万円以上
（約810万円～）

30,000円 20,000円

入院時の食費 全額自己負担

※「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額が50,000円を超える月が年間6回以上ある者（例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自
己負担が10,000円を超える月が年間6回以上）。

難病情報センターホームページ（2025年11月現在）から引用、一部改変
難病情報センター. https://www.nanbyou.or.jp/

低い場合支払う金額が
自己負担上限額より

医療費の総額の2割分（1割負担の方は1割）

自己負担上限額高い場合

難病医療費助成制度
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都道府県・指定都市

　   申請に必要な書類を準備します（下の図の❶）

必要な書類はお住まいの都道府県・指定都市によって異なりますので、お住まいの都道府県・
指定都市のホームページや窓口などから入手してください。

　   難病指定医に、診断書（臨床調査個人票）を記入してもらいます（下の図の❷）

臨床調査個人票は、都道府県から認定された難病指定医に記入してもらいます。
なお、臨床調査個人票の作成には文書料金が発生します。詳しいことは医療機関にお問い合わ
せください。
難病指定医や難病指定医療機関の情報は、難病情報センターのホームページ（https://www.
nanbyou.or.jp/）や各都道府県のホームページでご確認ください。

　   都道府県・指定都市の申請窓口に必要書類を提出します（下の図の❸）

申請窓口は、都道府県・指定都市により異なりますので、お住まいの都道府県・指定都市にお
問い合わせください。

医療受給者証＊6、自己負担上限額管理票の交付申請から交付まで約3ヵ月かかりますが、その
間にかかった医療費は払い戻しを請求することができます。

難病医療費助成制度利用の手続きは？

1

3

2

＊6 医療受給者証の有効期間は、原則、申請日から1年以内で都道府県・指定都市が定める期間です。有効期間を過ぎて治療継続が必要な
場合は更新の申請が必要です。

患者さん
（または代理の方）

難病指定医

❶ 申請に必要な書類を準備

❸ 申請書類を提出し、申請

❷ 診断書に
　 必要事項を記入

❹ 医療受給者証、
　 自己負担上限額管理票の交付

※医療機関での支払い時に医療受給者証、
　自己負担上限額管理票を提示します。

窓口
● 保健福祉担当課
● 保健所 など

申請窓口
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難病医療費助成制度の申請に必要な書類は？

● 支給認定に必要な書類

● 「高額かつ長期」の変更申請手続きに必要な書類

提出書類 必要とする理由

特定医療費の支給認定申請書 ー

診断書
（臨床調査個人票）

指定難病に罹患していること、
一定程度の症状であるかを確認するため

住民票
（世帯全員およびその続柄が記載されているものであって、
申請日前３ヵ月以内に発行されたものに限る）

自己負担上限額（月額）の決定に
必要となるため

世帯の所得状況を確認できる書類
（市町村民税（非）課税証明書等）

保険証の写し
（被保険者証・被扶養者証・組合員証などの医療保険の加
入関係を示すもの）

世帯内に申請者以外に特定医療費または
小児慢性特定疾病医療費の受給者が
いることを証明する書類

IgG4関連疾患の医療費であることが
わかる領収書等

（臨床調査個人票に記載された発病年月日より前の領収書
は無効）

自己負担上限額（月額）の決定および、
支給認定の要件を確認する際に
必要となるため

同意書
（医療保険の所得区分確認の際に必要）

保険情報の照会を保険者に行う際に
必要となるため

書類名 入手方法

特定医療費の支給認定申請書（変更） 都道府県または市区町村窓口

自己負担上限額管理票 医療費助成対象になったら郵送されます

IgG4関連疾患でかかった医療費の領収書等 指定難病の医療費助成の対象となる医療機関等

医療費申請書 都道府県または市区町村窓口

※上記に加え、介護保険を受けている方は介護保険証の写しが必要となります。
※都道府県等によっては、マイナンバー（個人番号）を提出することにより申請に必要な書類の一部を省略できる場合があります。
※上記以外にも患者さんによっては提出が必要な書類があります。申請を行う際には、必ず最寄りの申請窓口に申請に必要な書類をご確認
ください。

難病情報センターホームページ（2025年11月現在）から引用、一部改変
難病情報センター. https://www.nanbyou.or.jp/

難病医療費助成制度
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高額療養費制度に関する質問

難病医療費助成制度に関する質問

高額療養費制度による払い戻しを受けるまでの
医療費の支払いに利用できる制度はありますか？

現在入院中で申請手続きに行くことができません。
本人以外が申請することは可能でしょうか？

よくある質問

※協会けんぽの場合は、払い戻し予定金額の8割を借り入れることができます。申込書に必要事項を記入し、保険証に記入されている協会け
んぽの支部に提出します。

※国民健康保険には、医療機関の窓口で高額療養費の自己負担上限額のみを支払い、残りの高額療養費該当分を医療保険から直接医療機
関に支払いをする高額療養費受領委任払い制度があります。独自の制度を設けている健康保険もありますので、ご加入の公的医療保険に
確認するようにしましょう。

※代理の方による申請の場合は、代理人の氏名などを記載した委任状（住民票上の住所が患者さんと同一の場合は記載不要）のほか、身元
確認書類が必要となる場合がありますので、事前に確認するようにしましょう。

医療費の払い戻しは、診療を受けた月から少なくとも3ヵ月後になります。そのため、当
座の医療費の支払いのための資金を無利子で借り入れることができる制度（高額療養費
支払資金貸付制度/高額医療費貸付制度）があります。

代理の方による申請、または郵送による申請が可能です。

Q

Q

A

A
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4月から投与を開始したAさんの場合では、初年度10月は、投与例a、b（13ページの計算例参
照）ともに「難病医療費助成制度」に申請できませんので、高額療養費制度を活用します。投与
例ｂは、医療費総額が33,330円/月が年間3回を超えた11月に「難病医療費助成制度」に申請
できますので、次年度4月と10月は「難病医療費助成制度」を利用できます。

はい

はい

はい いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

のみ利用できます

�ヵ月のIgG�関連疾患の医療費総額が
��,���円を超える月が年間�回以上ありますか？

高額療養費制度一般

高額かつ長期

軽症高額該当

一般 軽症高額該当

�ヵ月のIgG�関連疾患の医療費総額が
��,���円を超える月が年間�回以上ありますか？＊�

重症度分類で重症例＊�に該当する

＊1	 ステロイド治療依存性あるいは抵抗例で、治療しても臓器障害が残る（ご自身の状態が該当するかは、主治医の先生にご確認ください）。
＊2	 医療費総額が月に33,330円以上とは、公的医療保険で3割負担の患者さんの場合、窓口支払いが月に10,000円以上の方です。

※健康保険に加入している本人を被保険者といいます。被保険者に扶養されている家族は、被扶養者といいます。

Aさんの場合
非重症、60歳、女性、年収518万円（被保険者※）

モデルケース１

高額療養費制度
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投
与
例

初年度（2~3回） 次年度（2回）
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

a ◎ 〇 〇 〇

b＊4 〇 〇 〇 申
請 〇 〇

 高額療養費助成制度　  難病医療費助成制度（軽症高額）年間3回目
＊3	 医療費総額は、保険適用される診察費用の総額（10割）ですが、計算例として医療費総額をユプリズナ1回投与分の薬剤費10,485,912円

で負担上限額を算出しています。
＊4	 投与例ｂのように投与開始日によっては月をまたぐこともあります。年間3回以上、IgG4関連疾患の医療費総額が33,330円/月を超えた

場合は「軽症高額」に該当し、申請・認定後、難病医療費助成を受けられる場合もあります。難病医療費助成制度を利用した場合の負担
上限額は20,000円です（8ページ参照）。

◎ 1ヵ月間に初回＋2週後の投与を実施、〇 1ヵ月に1回投与

初回投与から6ヵ月後の医療費：医療費総額10,485,912円＊3の場合の負担上限額は、182,289円。
以降6ヵ月に1回投与。投与例ｂの次年度4月、10月の医療費：負担上限額は、20,000円。
計算式：80,100円＋（10,485,912円－267,000円）×1％

ユプリズナの投与は、初回と2週後を除いて半年に1回（年間2回）です。そのため、投与開始の
次年度を除き、医療費の総額が33,330円/月以上の月が年間3回未満の場合は、「軽症高額」
に該当せず、難病医療費助成を受けられません。重症以外の患者さんの多くは「高額療養費
制度」を活用することとなります。

計算例

投与例aの場合  高額療養費制度（70歳未満・区分ウの場合）

薬価：100mg 10mL 1瓶349万5,304円（2025年11月現在）
用法及び用量：通常、成人には、イネビリズマブ（遺伝子組換え）として1回300mgを初回、

2週後に点滴静注し、その後、初回投与から6ヵ月後に、以降6ヵ月に1回の
間隔で点滴静注する。

●ユプリズナの薬価、用法及び用量

注 1つの医療機関等での自己負担（院外処方代を含みます。）では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担（70歳未満の
場合は21,000円以上であることが必要です。）を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の給付対象となります。

厚生労働省保険局,高額療養費制度を利用される皆さまへ（平成30年８月診療分から） https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf （2025年11月現在）

適用区分 ひと月の上限額（世帯ごと）

ア
年収 約1,160万円〜

健保：標報83万円以上
国保：旧ただし書き所得901万円超

252,600円＋（医療費ー842,000円）×1％

イ
年収 約770万円〜約1,160万円

健保：標報53万〜79万円
国保：旧ただし書き所得600万〜901万円

167,400円＋（医療費ー558,000円）×1％

ウ
年収 約370万円〜約770万円

健保：標報28万〜50万円
国保：旧ただし書き所得210万〜600万円

80,100円＋（医療費ー267,000円）×1％

エ
〜年収 約370万円

健保：標報26万円以下
国保：旧ただし書き所得210万円以下

57,600円

オ 住民税非課税者 35,400円
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4月から投与を開始したBさんの場合では、初年度10月は、投与例a、b（15ページの計算例参
照）ともに「難病医療費助成制度」に申請できませんので、高額療養費制度を活用します。投与
例ｂは、医療費総額が33,330円/月が年間3回を超えた11月に「難病医療費助成制度」に申請
できますので、次年度4月と10月は「難病医療費助成制度」を利用できます。

Bさんの場合
非重症、75歳、男性、年収173万円（被保険者）

モデルケース2

はい

はい

はい いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

のみ利用できます

�ヵ月のIgG�関連疾患の医療費総額が
��,���円を超える月が年間�回以上ありますか？

高額療養費制度一般

高額かつ長期

軽症高額該当

一般 軽症高額該当

�ヵ月のIgG�関連疾患の医療費総額が
��,���円を超える月が年間�回以上ありますか？＊�

重症度分類で重症例＊�に該当する

＊1	 ステロイド治療依存性あるいは抵抗例で、治療しても臓器障害が残る（ご自身の状態が該当するかは、主治医の先生にご確認ください）。
＊2	 医療費総額が月に33,330円以上とは、公的医療保険で3割負担の患者さんの場合、窓口支払いが月に10,000円以上の方です。

高額療養費制度
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投
与
例

初年度（2~3回） 次年度（2回）
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

a ◎ 〇 〇 〇

b＊4 〇 〇 〇 申
請 〇 〇

 高額療養費助成制度　  難病医療費助成制度（軽症高額）年間3回目

＊3	 医療費総額は、保険適用される診察費用の総額（10割）ですが、計算例として医療費総額をユプリズナ1回投与分の薬剤費10,485,912円
で負担上限額を算出しています。

＊4	 投与例ｂのように投与開始日によっては月をまたぐこともあります。年間3回以上、IgG4関連疾患の医療費総額が33,330円/月を超えた
場合は「軽症高額」に該当し、申請・認定後、難病医療費助成を受けられる場合もあります。難病医療費助成制度を利用した場合の負担
上限額は10,000円です（8ページ参照）。

◎ 1ヵ月間に初回＋2週後の投与を実施、〇 1ヵ月に1回投与

初回投与から6ヵ月後の医療費：医療費総額10,485,912円＊3の場合の負担上限額は、18,000円。
以降6ヵ月に1回投与。投与例ｂの次年度4月、10月の医療費：負担上限額は、10,000円。

ユプリズナの投与は、初回と2週後を除いて半年に1回（年間2回）です。そのため、投与開始の
次年度を除き、医療費の総額が33,330円/月以上の月が年間3回未満の場合は、「軽症高額」
に該当せず、難病医療費助成を受けられません。重症以外の患者さんの多くは「高額療養費制
度」を活用することとなります。

計算例

投与例aの場合  高額療養費制度（70歳以上一般の場合）

注 1つの医療機関等での自己負担（院外処方代を含みます。）では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算
することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の給付対象となります。

厚生労働省保険局,高額療養費制度を利用される皆さまへ（平成30年８月診療分から） https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf （2025年11月現在）

適用区分 ひと月の上限額
（世帯ごと）外来（個人ごと）

現
役
並
み

年収 約1,160万円〜
標報83万円以上／課税所得690万円以上 252,600円＋（医療費ー842,000円）×1％

年収 約770万円〜約1,160万円
標報53万円以上／課税所得380万円以上 167,400円＋（医療費ー558,000円）×1％

年収 約370万円〜約770万円
標報28万円以上／課税所得145万円以上 80,100円＋（医療費ー267,000円）×1％

一
般

年収 約156万円〜約370万円
標報26万円以下／課税所得145万円未満等

18,000円
（年144,000円）

57,600円

住
民
税

非
課
税
等

Ⅱ 住民税非課税世帯
8,000円

24,600円

Ⅰ 住民税非課税世帯（年金収入80万円以下など） 15,000円

薬価：100mg 10mL 1瓶349万5,304円（2025年11月現在）
用法及び用量：通常、成人には、イネビリズマブ（遺伝子組換え）として1回300mgを初回、

2週後に点滴静注し、その後、初回投与から6ヵ月後に、以降6ヵ月に1回の
間隔で点滴静注する。

●ユプリズナの薬価、用法及び用量
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Cさんの場合
重症、55歳、男性、年収600万円（被保険者）

モデルケース3

4月から投与を開始したCさんの場合では、過去1年以内の症状が重症になりますので、「難病
医療費助成制度」に申請を行い、活用することとなります。初年度の10月は「一般」の医療費助
成が受けられます。

はい

はい

はい いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

のみ利用できます

�ヵ月のIgG�関連疾患の医療費総額が
��,���円を超える月が年間�回以上ありますか？

高額療養費制度一般

高額かつ長期

軽症高額該当

一般 軽症高額該当

�ヵ月のIgG�関連疾患の医療費総額が
��,���円を超える月が年間�回以上ありますか？＊�

重症度分類で重症例＊�に該当する

＊1	 ステロイド治療依存性あるいは抵抗例で、治療しても臓器障害が残る（ご自身の状態が該当するかは、主治医の先生にご確認ください）。
＊2	 医療費総額が月に33,330円以上とは、公的医療保険で3割負担の患者さんの場合、窓口支払いが月に10,000円以上の方です。

一般
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投
与
例

初年度（2~3回） 次年度（2回）
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

a ◎ 〇 〇 〇

b＊4 〇 〇 〇 〇 〇

 難病医療費助成制度

＊3	 医療費総額は、保険適用される診察費用の総額（10割）ですが、計算例として医療費総額をユプリズナ1回投与分の薬剤費10,485,912円
で負担上限額を算出しています。

＊4	 投与例ｂのように投与開始日によっては月をまたぐこともありますが、過去1年以内の症状が重症になりますので、投与開始日にかかわ
らず、難病医療費助成に申請・認定後、難病医療費助成を受けられます。

◎ 1ヵ月間に初回＋2週後の投与を実施、〇 1ヵ月に1回投与

初回投与から6ヵ月後の医療費：医療費総額10,485,912円＊3の場合の負担上限額は、20,000円。
以降6ヵ月に1回投与。

計算例

難病医療費助成制度（一般所得Ⅱの場合）

※「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額が50,000円を超える月が年間6回以上ある者（例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自
己負担が10,000円を超える月が年間6回以上）。

難病情報センターホームページ（2025年11月現在）から引用、一部改変
難病情報センター. https://www.nanbyou.or.jp/

階層区分
階層区分の基準

（ ）内の数字は、
夫婦2人世帯の場合における年収の目安

自己負担上限額
（患者負担割合：2割、外来＋入院）

原則

一般 高額かつ
長期※

人工呼吸器等
装着者

生活保護 － 0円 0円 0円

低所得Ⅰ 市町村民税
非課税（世帯）

本人年収 ～80.9万円 2,500円 2,500円

1,000円

低所得Ⅱ 本人年収 80.9万円超〜 5,000円 5,000円

一般所得Ⅰ 市町村民税 課税以上7.1万円未満
（約160万円～約370万円）

10,000円 5,000円

一般所得Ⅱ 市町村民税 7.1万円以上 25.1万円未満
（約370万円～約810万円）

20,000円 10,000円

上位所得 市町村民税 25.1万円以上
（約810万円～）

30,000円 20,000円

入院時の食費 全額自己負担

薬価：100mg 10mL 1瓶349万5,304円（2025年11月現在）
用法及び用量：通常、成人には、イネビリズマブ（遺伝子組換え）として1回300mgを初回、

2週後に点滴静注し、その後、初回投与から6ヵ月後に、以降6ヵ月に1回の
間隔で点滴静注する。

●ユプリズナの薬価、用法及び用量
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Dさんの場合
重症、72歳、女性、年収195万円（被保険者）

モデルケース4

4月から投与を開始したDさんの場合では、過去1年以内の症状が重症になりますので、「難病
医療費助成制度」に申請を行い、活用することとなります。初年度の10月は「一般」の医療費助
成が受けられます。

はい

はい

はい いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

のみ利用できます

�ヵ月のIgG�関連疾患の医療費総額が
��,���円を超える月が年間�回以上ありますか？

高額療養費制度一般

高額かつ長期

軽症高額該当

一般 軽症高額該当

�ヵ月のIgG�関連疾患の医療費総額が
��,���円を超える月が年間�回以上ありますか？＊�

重症度分類で重症例＊�に該当する

＊1	 ステロイド治療依存性あるいは抵抗例で、治療しても臓器障害が残る（ご自身の状態が該当するかは、主治医の先生にご確認ください）。
＊2	 医療費総額が月に33,330円以上とは、公的医療保険で3割負担の患者さんの場合、窓口支払いが月に10,000円以上の方です。

一般
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難病医療費助成制度（一般所得Ⅰの場合）

※「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額が50,000円を超える月が年間6回以上ある者（例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自
己負担が10,000円を超える月が年間6回以上）。

難病情報センターホームページ（2025年11月現在）から引用、一部改変
難病情報センター. https://www.nanbyou.or.jp/

階層区分
階層区分の基準

（ ）内の数字は、
夫婦2人世帯の場合における年収の目安

自己負担上限額
（患者負担割合：2割、外来＋入院）

原則

一般 高額かつ
長期※

人工呼吸器等
装着者

生活保護 － 0円 0円 0円

低所得Ⅰ 市町村民税
非課税（世帯）

本人年収 ～80.9万円 2,500円 2,500円

1,000円

低所得Ⅱ 本人年収 80.9万円超〜 5,000円 5,000円

一般所得Ⅰ 市町村民税 課税以上7.1万円未満
（約160万円～約370万円）

10,000円 5,000円

一般所得Ⅱ 市町村民税 7.1万円以上 25.1万円未満
（約370万円～約810万円）

20,000円 10,000円

上位所得 市町村民税 25.1万円以上
（約810万円～）

30,000円 20,000円

入院時の食費 全額自己負担

投
与
例

初年度（2~3回） 次年度（2回）
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

a ◎ 〇 〇 〇

b＊4 〇 〇 〇 〇 〇

 難病医療費助成制度（一般）

＊3	 医療費総額は、保険適用される診察費用の総額（10割）ですが、計算例として医療費総額をユプリズナ1回投与分の薬剤費10,485,912円
で負担上限額を算出しています。

＊4	 投与例ｂのように投与開始日によっては月をまたぐこともありますが、過去1年以内の症状が重症になりますので、投与開始日にかかわ
らず、難病医療費助成に申請・認定後、難病医療費助成を受けられます。

◎ 1ヵ月間に初回＋2週後の投与を実施、〇 1ヵ月に1回投与

初回投与から6ヵ月後の医療費：医療費総額10,485,912円＊3の場合の負担上限額は、10,000円。
以降6ヵ月に1回投与。

計算例

薬価：100mg 10mL 1瓶349万5,304円（2025年11月現在）
用法及び用量：通常、成人には、イネビリズマブ（遺伝子組換え）として1回300mgを初回、

2週後に点滴静注し、その後、初回投与から6ヵ月後に、以降6ヵ月に1回の
間隔で点滴静注する。

●ユプリズナの薬価、用法及び用量
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